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告 示

北海道告示第290号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品又は特定役務の調達手続の特例を定め
る政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　平成29年４月21日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
　　　農業用トラクターの賃貸借　　10台　一式

　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書による。
　⑶　契 約 期 間　　平成29年５月22日から平成32年３月31日まで
　　　　　　　　　　　　　 　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要
する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、こ
の契約を解除することができる旨の特約を付している。

　⑷　納 入 場 所　　網走市内（北海道が指定する場所）
２　入札に参加する者に必要な資格
　　次のいずれにも該当すること。
　⑴ 　平成27年北海道告示第726号又は平成29年北海道告示第18号に規定する物品の賃貸借

の資格を有すること。
　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶ 　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷ 　当該調達をする物品等に関し、仕様書に記載の要件を満たしていることを証明した物

であること。
　⑸ 　当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス･メンテナンスの体制が整備

されていることを証明した者であること（連絡してから３時間以内に補修に着手できる
こと。）。

３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴ 　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷から⑸までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。

　　ア　申 請 の 時 期　 　平成29年４月21日（金）から同月28日（金）まで（日曜日及
び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

　　イ　申 請 の 方 法　 　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　　　　北海道農政部生産振興局技術普及課
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道農政部生産振興局技術普及課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　札幌市中央区北３条西６丁目　北海道農政部生産振興局技術
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普及課（送付による場合は、郵便番号 060－8588　札幌市中央
区北３条西６丁目　北海道農政部生産振興局技術普及課）

　⑵　入 札 日 時　 　平成29年５月２日（火）午後１時30分（送付による場合は、
同月１日（月）午後５時までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量60グラムに見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道農政部生産振興局技術普及課のホームページ
（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gif/index.htm）において
ダウンロードすることができる。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑵のウ及び３の⑴による。
９　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
10　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑸、⑺、⑽、⑾、⒁及び⒂によるほか、次によ
る。

　　契約に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道農政部生産振興局技術普及課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　⑶　電 話 番 号　　011－204－5379
11　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured : 10 Tractors Lease
　Ｂ　Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., May 2, 2017
　　　(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., May 1, 2017)
　Ｃ　 Contact : Agricultural Technologies Dissemination Division, Bureau of Production 

Promotion, Department of Agriculture, Hokkaido Government Kita 3-jo Nishi 
6-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan

　　　Phone : 011-204-5379

北海道告示第291号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
　なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　平成29年４月21日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　資格及び調達をする物品等の種類
　 　平成29年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第２条第２号に規定する物品等の種類は、
⑶に定めるものとする。

　⑴　契 約　 　平成29年４月21日に一般競争入札の公告を行うＤ－Ｄ剤に係
る単価契約

　⑵　資 格　　Ｄ－Ｄ剤の単価契約に係る資格（以下「資格」という。）
　⑶　物 品 等 の 種 類　　Ｄ－Ｄ剤
２　資 格 要 件
　　平成16年北海道告示第447号の１の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。
　⑴　劇物の販売業の登録を受けた者であること。
　⑵　道が指定する日時に指定数量の搬入が可能であること。
　⑶　天候不順でかん注作業を中止した場合は、回収し、一時保管できること。
　⑷　使用済み容器を回収し、産業廃棄物処理をすること。
３　資 格 要 件 の 特 例
　　平成16年北海道告示第447号の２による。
４　資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法
　⑴　申 請 の 時 期　 　資格審査の申請は、平成29年４月21日から同月28日まで（日

曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午後５時30分ま
での間にしなければならない。

　⑵　申請書類の入手方法　 　資格に関する事務を担当する組織で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量100グラムに見合
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う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
資格に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道農政部生産振興局技術普及課のホームページ
（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gif/index.htm）において
ダウンロードできる。

　⑶　申 請 の 方 法　 　資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当
該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出すること
により行わなければならない。

５　資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
　　平成16年北海道告示第447号の３の⑴、４の⑴及び５の⑵による。
６　資格に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道農政部生産振興局技術普及課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　⑶　電 話 番 号　　011－204－5379

北海道告示第292号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品又は特定役務の調達手続の特例を定め
る政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　平成29年４月21日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称及び調達予定数量
　　ア　調達をする物品等の名称　　Ｄ－Ｄ剤　　20L／缶
　　イ　調 達 予 定 数 量　　11,000缶
　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書による。
　⑶　契 約 期 間　　平成29年５月15日から同年10月15日まで
　⑷　納 入 場 所　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　　平成29年北海道告示第291号に規定するＤ－Ｄ剤の単価契約に係る資格を有すること。
３　契約条項を示す場所
　　北海道農政部生産振興局技術普及課
４　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　札幌市中央区北３条西６丁目　北海道農政部生産振興局技術

普及課（送付による場合は、郵便番号 060－8588　札幌市中央

区北３条西６丁目　北海道農政部生産振興局技術普及課）
　⑵　入 札 日 時　 　平成29年５月２日（火）午後２時（送付による場合は、同月

１日（月）午後５時までに必着）
　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
５　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量60グラムに見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道農政部生産振興局技術普及課のホームページ
（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gif/index.htm）において
ダウンロードすることができる。

７　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑵のウ及び３の⑴による。
８　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

９　そ の 他
　　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑸、⑺、⑽、⒁及び⒂によるほか、次による。
　　契約に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道農政部生産振興局技術普及課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　⑶　電 話 番 号　　011－204－5379
10　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured : D-D (20L per Can) 11,000 Can
　Ｂ　Bid tendering date and time : 2 : 00 P.M., May 2, 2017
　　　(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., May 1, 2017)
　Ｃ　 Contact : Agricultural Technologies Dissemination Division, Bureau of Production 

Promotion, Department of Agriculture, Hokkaido Government Kita 3-jo Nishi 
6-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan
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　　　Phone : 011-204-5379

北海道告示第293号
　昭和34年北海道告示第1106号（漁港区域に係る海岸保全区域の指定）の一部を次のように
改正する。
　その関係図面は、北海道水産林務部水産局漁港漁村課及び北海道後志総合振興局に備え置
いて縦覧する。
　　平成29年４月21日

北海道知事　高　橋　はるみ
３　北海道後志、檜山沿岸泊漁港海岸保全区域の事項を次のように改める。
市町村名　　海岸保全区域
古 宇 郡
泊　　村　　指 定 の 区 域
　　　　　　１　点 の 位 置
　　　　　　　基　 点　 １　座標値（Ｘ＝－103767.443、Ｙ＝＋19977.161）の点
　　　　　　　　　　　　２　基点１から方向角133度11分41秒の方向96.948メートルの点
　　　　　　　　　　　　３　基点２から方向角183度33分29秒の方向73.100メートルの点
　　　　　　　　　　　　４　基点３から方向角189度35分32秒の方向116.543メートルの点
　　　　　　　　　　　　５　基点４から方向角164度52分39秒の方向75.107メートルの点
　　　　　　　　　　　　６　基点５から方向角177度54分52秒の方向139.509メートルの点
　　　　　　　　　　　　７ 　基点６から方向角218度49分32秒の方向105.085メートルの点
　　　　　　　　　　　　８　基点１から方向角247度57分51秒の方向50.572メートルの点
　　　　　　　補助点７の１　基点７から方向角270度０分０秒の方向126.165メートルの点
　　　　　　　　　　８の１　基点８から方向角233度44分24秒の方向94.894メートルの点
　　　　　　２　区　　　域
　　　　　　　泊地区海岸 　１、２、３、４、５、６、７、補助点７の１、補助点８の１、

８及び１の各点を順次に結んだ線で囲まれた区域

北海道告示第294号
　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
　　平成29年４月21日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　保安林予定森林の所在場所　　上磯郡知内町字元町375
２　指 定 の 目 的　　水源の涵

かん

養

３　指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　字元町375（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島総合振
興局産業振興部林務課及び知内町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第295号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第189条
の規定により、その通知の内容を北竜町役場の掲示場に掲示した。
　　平成29年４月21日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　通 知 の 内 容　　平成29年北海道告示第245号
２　所在が不分明な者　 　株式会社竜西農場、浅野　茂樹、川上　弘子、川上　英樹、大橋　

康男、大橋　ヨネ、伊藤　誠一、中尾　壽之、吉田　諭

北海道告示第296号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
　その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課及び次の縦覧場所に備え置いて、
告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
　　平成29年４月21日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　道路の種類　　道道
２　道路の路線名、縦覧場所及び区域
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
上幌内早来停車場線
北海道胆振総合振興局
室 蘭 建 設 管 理 部

勇払郡厚真町字幌内333番１地先から
前

 8.20mから
392.82m ――同郡厚真町字幌内70番３地先（河川敷地）まで 28.90mまで

 8.20mから
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前 34.00mまで 401.05m ――

後
 8.20mから

401.05m ――34.00mまで
上幌内早来停車場線
北海道胆振総合振興局
室 蘭 建 設 管 理 部

勇払郡厚真町字幌内357番１地先から
前

 8.19mから
191.90m ――同郡厚真町字幌内359番１地先まで 15.45mまで

前
 7.21mから

189.20m ――22.42mまで

後
 7.21mから

189.20m ――22.42mまで

道 立 病 院 告 示

北海道立子ども総合医療・療育センター告示第36号
　次のとおり随意契約の相手方を決定した。
　　平成29年４月21日

北海道立子ども総合医療・療育センター長　　　　
事務取扱　北海道病院事業管理者　鈴　木　信　寛

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量
　　北海道立子ども総合医療・療育センター情報システムの内ＨＩＳ保守管理業務　一式
２　随意契約の相手方を決定した日
　　平成29年３月21日
３　随意契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
　⑵　住　所　　東京都江東区新木場１丁目18番７号
４　随意契約に係る契約金額
　　41,835,139円
５　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
６　随意契約によった理由
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第２号の規定による。
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道立子ども総合医療・療育センター企画総務課
　⑵　所在地　　札幌市手稲区金山１条１丁目240番６

北海道立子ども総合医療・療育センター告示第37号

　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成29年４月21日

北海道立子ども総合医療・療育センター長　　　　
事務取扱　北海道病院事業管理者　鈴　木　信　寛

１　落札に係る特定役務の名称及び数量
　　平成29年度北海道立子ども総合医療・療育センター庁舎清掃業務　一式
２　落札を決定した日
　　平成29年３月17日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　株式会社東洋建物興業
　⑵　住　所　　札幌市中央区北６条西22丁目２番７号
４　落札金額
　　64,492,800円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成29年２月３日付け北海道立子ども総合医療・療育センター告示第２号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道立子ども総合医療・療育センター企画総務課
　⑵　所在地　　札幌市手稲区金山１条１丁目240番６

道 教 育 庁 教 育 局 告 示

北海道教育庁胆振教育局告示第25号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成29年４月21日

北海道教育庁胆振教育局長　阿　部　清　明
１　落札に係る特定役務の名称（１日当たりの単価）及び予定数量
　　北海道室蘭養護学校スクールバス賃貸借
　⑴　室蘭コースＡ（青バスＡ）１日２運行　　95日
　⑵　室蘭コースＢ（青バスＢ）１日３運行　 110日
　⑶　登別コースＡ（赤バスＡ）１日２運行　　95日
　⑷　登別コースＢ（赤バスＢ）１日３運行　 110日
　⑸　伊達コースＡ（黄バスＡ）１日２運行　　95日
　⑹　伊達コースＢ（黄バスＢ）１日３運行　 110日
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２　落札を決定した日
　　平成29年３月21日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　道南バス株式会社
　⑵　住　所　　室蘭市東町３丁目25番３号
４　落札金額
　⑴　43,900円
　⑵　52,400円
　⑶　45,200円
　⑷　59,600円
　⑸　62,800円
　⑹　78,500円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成29年３月３日付け北海道教育庁胆振教育局告示第17号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道教育庁胆振教育局道立学校運営支援室
　⑵　所在地　　室蘭市海岸町１丁目４番１号

道 監 査 委 員 公 表

監査公表第４号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第５項の規定により実施した平成28年度に係
る随時監査（工事）の結果に基づき講じた措置について、同条第12項の規定により、知事等
から通知があったので、次のとおり公表する。
　（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課、北海道
総務部法務・法人局法制文書課行政情報センター並びに各総合振興局及び振興局（石狩振興
局を除く。）の行政情報コーナーに備え置いて一般の縦覧に供する。）
　　平成29年４月21日

北海道監査委員　内　海　英　德
北海道監査委員　小　林　郁　子
北海道監査委員　東　　　陽　一
北海道監査委員　紺　谷　ゆみ子

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第182号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
　なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　平成29年４月21日

北海道警察本部長　北　村　博　文
１　資格及び調達をする特定役務の種類
　 　平成29年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第２条第３号に規定する特定役務の種類
は、⑶に定めるものとする。

　⑴　契 約　 　平成29年４月21日に一般競争入札の公告を行うアグスタ式
A109E型機体（ぎんれい１号）3,200時間特別点検

　⑵　資 格　 　アグスタ式A109E型機体（ぎんれい１号）3,200時間特別点
検に関する資格（以下「資格」という。）

　⑶　特 定 役 務 の 種 類　 　アグスタ式A109E型機体（ぎんれい１号）3,200時間特別点
検

２　資 格 要 件
　　平成16年北海道告示第447号の１の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。
　⑴ 　資格審査の申請をする日の直前５営業年度分の決算において、１の⑴に定める契約と

種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
　⑵ 　航空機製造事業法施行規則（昭和29年通商産業省令第52号）第５条第２号ヘ及びトに

規定する区分の事業について、航空機製造事業法（昭和27年法律第237号）第２条の２
による事業許可を受け、航空機製造事業法第９条第１項による航空機修理方法認可証を
受けているものであること。

　⑶ 　製造者のレオナルド社からアグスタ式A109E型のサービス・センターとして認定を受
けていること。

　⑷ 　航空法（昭和27年法律第231号）第20条第１項第３号、第４号及び第７号の規定によ
り認定を受けた認定事業場であること。

３　資 格 要 件 の 特 例
　 　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）、中小企業団体の組織に関する法律
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（昭和32年法律第185号）又は商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）の規定に基づき
設立された組合又はその連合会で、かつ、経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有
するときは、２の⑴に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員（組合が指定する組
合員）の値の合計値とすることができる。

４　資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法
　⑴　申 請 の 時 期　 　資格審査の申請は、平成29年４月21日（金）から同年５月11

日（木）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律
（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」とい
う。）を除く。）の毎日午前９時から午後５時までの間にしな
ければならない。

　⑵　申請書類の入手方法　　資格に関する事務を担当する組織で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量100グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
資格に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道警察本部のホームページ（http://www.police.
pref.hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/sisetuka.html）において
ダウンロードすることができる。

　⑶　申 請 の 方 法　 　資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当
該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出すること
により行わなければならない。

５　資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
　 　平成16年北海道告示第447号の３の⑴のアからウまで及び⑵、４の⑴及び⑶並びに５の
⑴による。
６　資格に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道警察本部総務部施設課 
　⑵　所 在 地　　郵便番号 060－8520　札幌市中央区北２条西７丁目
　⑶　電 話 番 号　　011－251－0110　内線 2302

北海道警察本部告示第183号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　平成29年４月21日

北海道警察本部長　北　村　博　文

１　入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務の名称及び数量
　　　アグスタ式A109E型機体（ぎんれい１号）3,200時間特別点検
　⑵　調達をする特定役務の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　契 約 期 間　　契約締結日の翌日から105日間
　⑷　履 行 場 所　　北海道と受注者が協議した場所
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　平成29年北海道警察本部告示第182号に規定するアグスタ式A109E型機体（ぎんれい１
号）3,200時間特別点検に関する資格を有すること。

３　契約条項を示す場所
　　北海道警察本部総務部施設課
４　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　札幌市中央区北２条西７丁目　北海道警察本部１階入札会場

（送付による場合は、郵便番号 060－8520　札幌市中央区北２
条西７丁目　北海道警察本部総務部施設課）

　⑵　入 札 日 時　 　平成29年６月１日（木）午後１時30分（送付による場合は、
前日までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
５　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６　入札説明書及び仕様書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　３に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量100グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道警察本部のホームページ（http://www.police.
pref.hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/sisetuka.html）において
ダウンロードすることができる（仕様書は除く。）。

７　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑴のア及び３の⑴による。
８　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
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講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑷、⑺、⑽及び⒀から⒂までによるほか、次に
よる。
　　契約に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道警察本部総務部施設課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 060－8520　札幌市中央区北２条西７丁目
　⑶　電 話 番 号　　011－251－0110　内線 2302
10　Summary
　Ａ　 Nature and quantity of the services to be procured : Agusta model A109E (Ginrei-Ⅰ) 

3,200-hours special inspection repair services
　Ｂ　Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., June 1, 2017
　Ｃ　 Contact : Facilities Division General Affairs Department, Hokkaido Prefectural 

Police Headquarters, Kita 2-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8520 Japan
　　　Phone : 011-251-0110　Extension 2302


